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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 
2019年度

第３四半期連結
累計期間

2020年度
第３四半期連結

累計期間
2019年度

 

(自2019年
　４月１日
至2019年

 　 12月31日)

(自2020年
　４月１日
至2020年

 　 12月31日)

(自2019年
　４月１日
至2020年

  ３月31日)

経常収益 百万円 7,478 6,859 11,921

経常利益 百万円 1,179 809 1,073

親会社株主に帰属する
四半期純利益

百万円 859 596 ―

親会社株主に帰属する
当期純利益

百万円 ― ― 725

四半期包括利益 百万円 2,386 2,044 ―

包括利益 百万円 ― ― △4,763

純資産額 百万円 37,990 32,618 30,840

総資産額 百万円 516,877 551,696 506,548

１株当たり四半期純利益 円 158.30 109.78 ―

１株当たり当期純利益 円 ― ― 133.50

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益

円 ― ― ―

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 ― ― ―

自己資本比率 ％ 7.1 5.7 5.9
 

 

 
2019年度

第３四半期連結
会計期間

2020年度
第３四半期連結

会計期間

 

(自2019年
　10月１日
至2019年

 　12月31日)

(自2020年
　10月１日
至2020年

 　12月31日)
１株当たり四半期純利益
（△は１株当たり四半期
純損失）

円 △55.28 26.99

 

(注) １　当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

３　自己資本比率は、（（四半期）期末純資産の部合計－（四半期）期末非支配株主持分）を（四半期）期末資

産の部の合計で除して算出しております。
 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま

せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等

のリスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において経営者が判断したものであり

ます。

 

（1）財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間の国内経済は、期初より内外における新型コロナウイルス感染症の影響から経済活動が

抑制され、生産や輸出は大きく下振れし、個人消費も外出自粛や雇用所得環境の悪化を背景に大幅な減少となり、厳

しい状況となりました。緊急事態宣言解除後は経済活動が徐々に再開し、輸出や生産に一部持ち直しの動きがみられ

たものの、期後半は、感染症再拡大の影響から国内経済の回復ペースが一段と下押しされる状況となりました。

富山県経済も、緊急事態宣言解除後に一部では持ち直しの動きがみられたものの、感染症の影響により厳しい状況

が続きました。製造業では、医薬品を中心とする化学の生産は増加し、一般機械、アルミニウム、鉄鋼、プラスチッ

ク、繊維は横ばいとなりました。非製造業では、情報サービスは堅調、小売業は低調に推移しました。

金融面では、日本銀行による金融緩和政策が維持され、期中を通して、短期金利は0％を下回る水準で推移し、長期

金利は0％近辺で推移しました。 

　このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間の業績は次のとおりとなりました。　

主要勘定では、預金は引続き地域に密着した営業基盤の拡充に努め、個人預金及び法人預金が増加したことから、

前連結会計年度末比34,483百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末残高は488,410百万円となりました。貸出金

は、地域への資金供給に積極的にお応えした結果、前連結会計年度末比28,443百万円増加し、当第３四半期連結会計

期間末残高は360,189百万円となりました。有価証券は、金利リスクに配意するとともに安定収益と流動性確保を目的

に資金の効率的な運用に努めた結果、前連結会計年度末比17,629百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末残高は

126,452百万円となりました。

損益状況については、経常収益は、資金運用収益が減少したこと等から、前年同期比618百万円減少して6,859百万

円となりました。一方、経常費用は、営業経費が減少したこと等から、前年同期比248百万円減少して6,050百万円と

なりました。この結果、経常利益は前年同期比370百万円減少して809百万円となり、これに特別損益、法人税等を加

減した親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比263百万円減少して596百万円となりました。

セグメントの業績（含セグメント間内部取引）については、グループ全体として経営全般の効率化と業績の向上に

努めた結果、「銀行業」の経常収益は前年同期比551百万円減少して5,642百万円、セグメント利益（経常利益）は前

年同期比361百万円減少して748百万円となりました。「リース業」の経常収益は前年同期比46百万円減少して1,249百

万円、セグメント利益は前年同期比19百万円増加して51百万円となりました。報告セグメント以外の「その他」の経

常収益は前年同期比23百万円減少して27百万円、セグメント利益は前年同期比25百万円減少して15百万円となりまし

た。

なお、設備投資等は原則として自己資金により対応する予定であります。
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国内・国際業務部門別収支

(経営成績説明)

当第３四半期連結累計期間の資金運用収支は前年同期比396百万円減少して3,930百万円、役務取引等収支は前

年同期比６百万円増加して697百万円、その他業務収支は前年同期比361百万円減少して△258百万円となりまし

た。

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第３四半期連結累計期間 4,279 50 △2 4,326

当第３四半期連結累計期間 3,880 52 △2 3,930

　うち資金運用収益
前第３四半期連結累計期間 4,334 53 △8

0
4,379

当第３四半期連結累計期間 3,927 53 △7
0

3,973

　うち資金調達費用
前第３四半期連結累計期間 55 3 △5

0
52

当第３四半期連結累計期間 46 1 △4
0
42

役務取引等収支
前第３四半期連結累計期間 688 2 ― 690

当第３四半期連結累計期間 695 1 ― 697

　うち役務取引等
　収益

前第３四半期連結累計期間 1,017 3 △9 1,012

当第３四半期連結累計期間 998 3 △8 992

　うち役務取引等
　費用

前第３四半期連結累計期間 329 1 △9 321

当第３四半期連結累計期間 303 1 △8 295

その他業務収支
前第３四半期連結累計期間 107 7 △13 102

当第３四半期連結累計期間 △254 9 △14 △258

　うちその他業務
　収益

前第３四半期連結累計期間 1,291 7 △20 1,279

当第３四半期連結累計期間 1,380 9 △23 1,366

　うちその他業務
　費用

前第３四半期連結累計期間 1,184 ― △7 1,177

当第３四半期連結累計期間 1,635 ― △9 1,625
 

(注) １　「国内業務部門」とは、当行の国内店及び国内子会社の円建取引であります。

　　「国際業務部門」とは、当行の国内店の外貨建取引であります。

２　資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利

　息であります。

３　相殺消去額は、当行及び子会社相互間においての取引を相殺消去額として記載しております。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況

(経営成績説明)

役務取引等収益は前年同期比19百万円減少して992百万円、役務取引等費用は前年同期比26百万円減少して295

百万円となりました。

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第３四半期連結累計期間 1,017 3 △9 1,012

当第３四半期連結累計期間 998 3 △8 992

　うち預金・貸出
　業務

前第３四半期連結累計期間 214 ― △0 213

当第３四半期連結累計期間 233 ― △0 232

　うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 180 3 △0 184

当第３四半期連結累計期間 174 3 △0 177

　うち証券関連業務
前第３四半期連結累計期間 121 ― ― 121

当第３四半期連結累計期間 129 ― ― 129

　うち代理業務
前第３四半期連結累計期間 20 ― ― 20

当第３四半期連結累計期間 22 ― ― 22

　うち保護預かり・
　貸金庫業務

前第３四半期連結累計期間 3 ― ― 3

当第３四半期連結累計期間 3 ― ― 3

　うち保証業務
前第３四半期連結累計期間 38 0 △8 30

当第３四半期連結累計期間 37 0 △7 29

役務取引等費用
前第３四半期連結累計期間 329 1 △9 321

当第３四半期連結累計期間 303 1 △8 295

　うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 31 1 △0 32

当第３四半期連結累計期間 29 1 △0 30
 

(注) １　「国内業務部門」とは、当行の国内店及び国内子会社の円建取引であります。

　　「国際業務部門」とは、当行の国内店の外貨建取引であります。

２　相殺消去額は、当行及び子会社相互間においての取引を相殺消去額として記載しております。
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国内・国際業務部門別預金残高の状況

○　預金の種類別残高(末残)

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第３四半期連結会計期間 469,202 619 △663 469,157

当第３四半期連結会計期間 487,943 887 △420 488,410

　うち流動性預金
前第３四半期連結会計期間 216,550 ― △333 216,216

当第３四半期連結会計期間 245,978 ― △90 245,888

　うち定期性預金
前第３四半期連結会計期間 250,959 ― △330 250,629

当第３四半期連結会計期間 240,963 ― △330 240,633

　うちその他
前第３四半期連結会計期間 1,692 619 ― 2,311

当第３四半期連結会計期間 1,000 887 ― 1,887

譲渡性預金
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

総合計
前第３四半期連結会計期間 469,202 619 △663 469,157

当第３四半期連結会計期間 487,943 887 △420 488,410
 

(注) １　「国内業務部門」とは、当行の国内店及び国内子会社の円建取引であります。

　　「国際業務部門」とは、当行の国内店の外貨建取引であります。

２　流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

３　定期性預金＝定期預金＋定期積金

４　相殺消去額は、当行及び子会社相互間においての取引を相殺消去額として記載しております。
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国内・海外別貸出金残高の状況

○　業種別貸出状況(末残・構成比)

 

業種別
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

国内
(除く特別国際金融取引勘定分)

326,919 100.00 360,189 100.00

　製造業 55,414 16.95 61,944 17.20

　農業、林業 3,013 0.92 656 0.18

　漁業 ― ― ― ―

　鉱業、採石業、砂利採取業 32 0.01 14 0.01

　建設業 19,184 5.87 29,558 8.21

　電気・ガス・熱供給・水道業 5,618 1.72 6,374 1.77

　情報通信業 6,703 2.05 6,072 1.69

　運輸業、郵便業 10,211 3.12 11,122 3.09

　卸売業、小売業 24,021 7.35 26,153 7.26

　金融業、保険業 17,462 5.34 19,216 5.34

　不動産業、物品賃貸業 53,072 16.24 62,912 17.47

　各種サービス業 43,098 13.18 51,083 14.17

　地方公共団体 38,932 11.91 37,578 10.43

　その他 50,154 15.34 47,500 13.18

海外及び特別国際金融取引勘定分 ― ― ― ―

　政府等 ― ― ― ―

　金融機関 ― ― ― ―

　その他 ― ― ― ―

合計 326,919 ― 360,189 ―
 

(注) １　「国内」とは、当行及び国内子会社であります。

　　「海外及び特別国際金融取引勘定分」については当行は該当ありません。

２　国内には国内・国際業務部門の貸出金残高を含んでおります。

 
 
 
３ 【経営上の重要な契約等】

　　該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 12,000,000

計 12,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2020年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2021年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,444,400 5,444,400 東京証券取引所(市場第一部)
単元株式数は

100株であります。

計 5,444,400 5,444,400 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2020年12月31日 ― 5,444 ― 6,730 ― 5,690
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である2020年９月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

2020年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

― ―
普通株式 8,200

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,418,300 54,183 ―

単元未満株式 普通株式 17,900 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数  5,444,400 ― ―

総株主の議決権 ― 54,183 ―
 

(注)　上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が３百株含まれておりま

す。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が３個含まれております。

 

② 【自己株式等】

2020年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社富山銀行

高岡市下関町３番１号 8,200 ― 8,200 0.15

計 ― 8,200 ― 8,200 0.15
 

 
２ 【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１　当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年（2007

年）内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施

行規則」(昭和57年（1982年）大蔵省令第10号)に準拠しております。　

 

２　当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（自　2020年10月１日　至　

2020年12月31日）及び第３四半期連結累計期間(自　2020年４月１日　至　2020年12月31日)に係る四半期連結財務諸

表について、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部   

 現金預け金 47,671 47,284

 有価証券 ※2  108,823 ※2  126,452

 貸出金 ※1  331,745 ※1  360,189

 外国為替 428 466

 リース債権及びリース投資資産 3,369 3,385

 その他資産 6,287 5,961

 有形固定資産 9,208 8,959

 無形固定資産 351 295

 退職給付に係る資産 426 445

 繰延税金資産 24 24

 支払承諾見返 1,210 1,256

 貸倒引当金 △2,999 △3,024

 資産の部合計 506,548 551,696

負債の部   

 預金 453,926 488,410

 コールマネー及び売渡手形 13,500 13,500

 借用金 1,902 12,102

 外国為替 0 5

 その他負債 3,205 1,305

 賞与引当金 97 ―

 退職給付に係る負債 445 442

 役員退職慰労引当金 2 1

 睡眠預金払戻損失引当金 31 21

 偶発損失引当金 99 96

 繰延税金負債 782 1,436

 再評価に係る繰延税金負債 503 499

 支払承諾 1,210 1,256

 負債の部合計 475,707 519,077

純資産の部   

 資本金 6,730 6,730

 資本剰余金 6,244 6,244

 利益剰余金 12,490 12,821

 自己株式 △38 △28

 株主資本合計 25,427 25,768

 その他有価証券評価差額金 3,598 5,013

 土地再評価差額金 1,066 1,056

 退職給付に係る調整累計額 △26 △18

 その他の包括利益累計額合計 4,638 6,050

 非支配株主持分 775 799

 純資産の部合計 30,840 32,618

負債及び純資産の部合計 506,548 551,696
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

経常収益 7,478 6,859

 資金運用収益 4,379 3,973

  （うち貸出金利息） 2,395 2,451

  （うち有価証券利息配当金） 1,957 1,495

 役務取引等収益 1,012 992

 その他業務収益 1,279 1,366

 その他経常収益 ※1  807 ※1  526

経常費用 6,299 6,050

 資金調達費用 52 42

  （うち預金利息） 45 36

 役務取引等費用 321 295

 その他業務費用 1,177 1,625

 営業経費 4,269 3,792

 その他経常費用 ※2  477 ※2  293

経常利益 1,179 809

特別利益 ― 4

 固定資産処分益 ― 4

特別損失 1 0

 固定資産処分損 1 0

税金等調整前四半期純利益 1,178 813

法人税、住民税及び事業税 350 157

法人税等調整額 △60 33

法人税等合計 290 191

四半期純利益 888 622

非支配株主に帰属する四半期純利益 28 25

親会社株主に帰属する四半期純利益 859 596
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 888 622

その他の包括利益 1,497 1,422

 その他有価証券評価差額金 1,506 1,414

 退職給付に係る調整額 △8 7

四半期包括利益 2,386 2,044

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 2,357 2,018

 非支配株主に係る四半期包括利益 28 25
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第３四半期連結累計期間(自　2020年４月１日　至　2020年12月31日)

　該当事項はありません。

 

（追加情報）

 （新型コロナウイルス感染症の影響拡大に関する会計上の見積り)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大やそれに伴う経済活動への影響は2021年度末まで続くものと想定してお

ります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大が貸倒引当金の見積りに及ぼす影響については、政府及び各地方

自治体等による景気刺激策及び各種補助金等の施策が継続的に実施されることが想定され、当行も積極的な支援

を図ることや、直近期における債務者の業況等から、現時点では限定的と判断しております。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況や経済への影響が大きく変化した場合には、将来の業績に影響を

及ぼす可能性があります。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

※１　貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

破綻先債権額 804百万円 851百万円

延滞債権額 6,411百万円 7,014百万円

３ヵ月以上延滞債権額 67百万円 438百万円

貸出条件緩和債権額 1,074百万円 1,207百万円

合計額 8,357百万円 9,512百万円
 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

 

※２　「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の

額は次のとおりであります。

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

3,023百万円 3,947百万円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１　その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

株式等売却益 688百万円 422百万円

償却債権取立益 36百万円 34百万円
 

 

※２　その他経常費用には、次のものを含んでおります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

株式等売却損 348百万円 ―百万円

株式等償却 0百万円 235百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のと

おりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

減価償却費 301百万円 378百万円

のれんの償却額 ―百万円 ―百万円
 

 

(株主資本等関係)

　前第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

１　配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 135 25.0 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金

2019年11月７日
取締役会

普通株式 135 25.0 2019年９月30日 2019年12月10日 利益剰余金
 

 

２　基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

　当第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

１　配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 135 25.0 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

2020年11月10日
取締役会

普通株式 135 25.0 2020年９月30日 2020年12月10日 利益剰余金
 

 

２　基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　前第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)

１　報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：百万円) 

 

報告セグメント

その他 合計 調整額

四半期連
結損益計
算書計上

額

 

銀行業 リース業 計
 

経常収益        
 

  外部顧客に対する
  経常収益

6,182 1,274 7,457 43 7,500 △21 7,478
 

  セグメント間の内部
  経常収益

11 21 32 8 40 △40 ―
 

計 6,193 1,296 7,489 51 7,541 △62 7,478
 

セグメント利益 1,109 31 1,141 41 1,182 △2 1,179
 

 

(注) １　一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

    ２　「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、保証業務であります。

　　 ３　外部顧客に対する経常収益の調整額△21百万円は「その他」の貸倒引当金繰入額であります。

    ４　セグメント利益の調整額△２百万円には、セグメント間取引消去△２百万円が含まれております。

    ５　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　該当事項はありません。

 

（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項はありません。

 

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。
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　当第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)

１　報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：百万円) 

 

報告セグメント

その他 合計 調整額

四半期連
結損益計
算書計上

額

 

銀行業 リース業 計
 

経常収益        
 

  外部顧客に対する
  経常収益

5,631 1,225 6,857 20 6,877 △17 6,859
 

  セグメント間の内部
  経常収益

10 24 35 7 42 △42 ―
 

計 5,642 1,249 6,892 27 6,920 △60 6,859
 

セグメント利益 748 51 799 15 814 △5 809
 

 

(注) １　一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

    ２　「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、保証業務であります。

　　 ３　外部顧客に対する経常収益の調整額△17百万円は「リース業」の貸倒引当金繰入額であります。

    ４　セグメント利益の調整額△５百万円には、セグメント間取引消去△５百万円が含まれております。

    ５　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　該当事項はありません。

 

（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項はありません。

 

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められない

ため、記載しておりません。

 

(有価証券関係)

※１　企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるも

のは、次のとおりであります。

　１．満期保有目的の債券

　前連結会計年度（2020年３月31日）

 
連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

国債 ― ― ―

地方債 ― ― ―

社債 158 158 △0

その他 ― ― ―

合計 158 158 △0
 

 

　当第３四半期連結会計期間(2020年12月31日)

 
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

国債 ― ― ―

地方債 ― ― ―

社債 132 132 △0

その他 ― ― ―

合計 132 132 △0
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２　その他有価証券

　前連結会計年度（2020年３月31日）

 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 9,069 12,513 3,443

債券 68,777 70,734 1,957

　国債 37,805 39,073 1,268

　地方債 8,414 8,468 54

　社債 22,558 23,192 634

その他 24,313 24,059 △254

合計 102,160 107,307 5,146
 

 

　当第３四半期連結会計期間（2020年12月31日）

 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
差額(百万円)

株式 8,495 13,527 5,031

債券 81,093 82,731 1,637

　国債 35,413 36,332 918

　地方債 11,102 11,142 39

　社債 34,577 35,256 678

その他 27,761 28,265 504

合計 117,350 124,524 7,173
 

(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回

復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額（連結貸借

対照表計上額）とするとともに、評価差額を当第３四半期連結累計期間（連結会計年度）の損失として処理（以

下、「減損処理」という。）しております。

前連結会計年度における減損処理額は49百万円（うち、株式49百万円）であります。

当第３四半期連結累計期間における減損処理額は235百万円（うち、株式235百万円）であります。

また、時価が「著しく下落」と判断するための基準は、以下のとおり定めており、該当した有価証券について

は、原則として減損処理することとしております。

・時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合。

・時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落した場合は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会

社の区分ごとに、

　要注意先については、取得原価に比べて30％以上下落している場合。

　正常先については、取得原価に比べて50％以上下落している場合。

・破綻懸念先、実質破綻先、破綻先については、時価が取得原価に比べて下落している場合。

　なお、要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻

先、破綻懸念先、及び要注意先以外の発行会社であります。
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(金銭の信託関係)

　前連結会計年度（2020年３月31日）

該当事項はありません。

 

　当第３四半期連結会計期間（2020年12月31日）

該当事項はありません。

 

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比して著しい変動が認められな

いため、記載しておりません。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

 

  
前第３四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年12月31日)

１株当たり四半期純利益 円 158.3 109.78

　(算定上の基礎)    

　親会社株主に帰属する四半期
純利益

百万円 859 596

　普通株主に帰属しない金額 百万円 ― ―

普通株式に係る親会社株主
に帰属する四半期純利益

百万円 859 596

　普通株式の期中平均株式数 千株 5,432 5,434
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

 

(1) 中間配当

2020年11月10日開催の取締役会において、第95期の中間配当につき次のとおり決議しました。

 中間配当金額 135百万円

 １株当たりの中間配当金 25円00銭
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2021年２月10日

株式会社富山銀行

取締役会  御中

 

EY新日本有限責任監査法人
 

東京事務所     

     
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大　　村　　真　　敏 印

 

   
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西　　田　　裕　　志 印

 

   
 

 監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社富山銀

行の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(2020年10月１日から2020年12月

31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社富山銀行及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重

要な点において認められなかった。

 
 監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
 四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
 四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められ

ないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告

書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表

の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められ

ている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ

り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の

作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連

結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していない

と信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独

で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
 利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以  上
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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